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88 896│計画の推進に向けて

　計画を推進するためには、「区民・活動団体」「事
業者」「教育機関」「行政」などが本計画の基本理念・
将来像・目標・基本方針を共有し、多様な主体が連
携を図りながら施策に取組むことが重要です。

6-1 計画の推進に向けて

各主体の役割と連携

●また、本計画で掲げた施策に積極的に参加してみ
どりを育み、みどりと親しむことが重要となります。

●区民は、地域のみどりに関心を持ち、身近なみどり
を守り増やし、美しく維持することに主体となって取
組むことが求められます。活動団体は、活動を維持
するとともに、他の主体との協働を進めていくことが
期待されます。

①区民・活動団体

う場合には、地上部・接道部・建物上の緑化に積極
的に取組みます。
●また、区民や活動団体などと連携して、公園や公
共的空間を活用したみどりの活動の支援や実践も期
待されます。

●事業者は事業活動を通して、社会や地域などに貢
献していくことが求められています。本計画を推進す
るためには、事業地内のみどりの保全と拡大が必要
です。事業地内のみどりの良好な管理に努めるととも
に、開発時に既存のみどりを保全し、建築行為を行

②事業者

を図り施策を推進していきます。
●また、計画の実現には多様な主体がそれぞれの役
割と責任を明確に持ち、連携しながら協働する体制
が必要です。区は、それぞれの役割をコーディネート
して連携・協働体制を築いていきます。
●施策の進捗管理については、年度ごとに調整機関
による達成状況についての検証と評価を行い、必要
な改善を図っていきます。

京都との協議も必要です。このため、区は国・東京都・
周辺区などの関係機関との連携を強化して事業の推
進にあたります。

●豊島区
●区は、公園・街路樹・公共施設などのみどりを整
備し良好な管理に努めます。また緑化推進の啓発と
助成を行うとともに、区民の主体的な取組を支援し
ます。
●本計画の施策は、まちづくりから環境行政や教育
行政まで多方面の分野にわたっており、計画を実現
していくためには、行政内の関係部署との連携と調整
が欠かせないことから、関係部署間で横断的な調整

●国・東京都・周辺区との連携
●みどりの骨格軸やみどりの南北軸を形成するために
は、区が管理する道路以外に、国道や都道及び周辺
区の道路管理者との協議が必要となります。また、
民間施設の緑化指導内容の見直しなどについては東

④行政

●また、本計画で掲げた施策を推進するために、み
どりに関する環境教育や担い手の育成、活動を支援
する人材の交流などが期待されます。

●学校・大学などの教育機関は、地域や区と連携し、
敷地内のみどりや生物とのふれあいの場の創出と保
全活動を維持します。

③教育機関

各主体の連携の輪



90 915│地域別方針

　本計画は、概ね10年後を見据えた長期的な計画で
あり、その間の区民ニーズの変化やみどり・公園な
どに関する社会的な動向及び制度の創設に対して、
順次対応する必要があります。また、本計画で定め
た目標や将来像を実現するための施策・取組の進捗
状況などを検証していくことが重要となります。
　そのために区は、緑被現況調査、みどりの意識調
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計画の推進に向けて

計画の進行管理
査（新規）、協働のまちづくりに関する区民意識調査
を実施し、区民などで構成したみどりの基本計画策
定委員会とともに計画の効果の評価と改善箇所・新
たな取組などを検討します。それをもとに本計画の
中間時期の5年後に見直しすることで、施策や取組を
より実効性あるものとします。

進行管理の進め方

豊島区みどりの基本計画 実施期間
2023(R5)〜2032(R14)

次期計画

概ね5年後

計画見直し

概ね10年後

計画改定

区民ニーズ、社会の動向、区の関連計画など

豊島区 ：緑被現況調査・みどりの意識調査などの実施

みどりの基本計画策定委員会・区 ：計画の評価、取組などの改善の検討

区民・活動団体

事業者、教育機関 ：

豊島区 など

2030

SDGs

目標年限

2032

区政施行

100周年
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新たな施策・取組の実現までの期間
　本計画の施策と取組のうち、新たな施策・取組に
ついて、実現までの期間の目安を右表で示します。
期間を短期・中期・長期と設定し、実現と継続に向
けて実施していきます。
　この他にも前計画から引きつぐ取組は継続してい
きます。

短期：計画策定から概ね1～ 2年で準備または実施す
るもの
中期：概ね5年後の中間見直しまでに実施するもの
長期：概ね10年後までに実施するもの




